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あんしん既存住宅売買瑕疵保険・あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険（仲介事業者コース）  
保険利用前の手続（事業者登録）のご案内  

弊社のあんしん既存住宅売買瑕疵保険・あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険（仲介事業者

コース）をお申込みいただくためには、事前に事業者登録の手続が必要です。  

本紙の内容をお読みいただき、ご理解されたうえで、事業者登録を行ってください。  

 

１  必要書類  

事業者登録をする際には、次の書類をご提出ください。その他、追加書類をご提出いただく

場合がありますので、あらかじめご了承ください。  

次 の 書 類 を 提 出 し て く だ さ い 。  

・ 事 業 者 登 録 申 請 書  

・ 預 金 口 座 振 替 依 頼 書 【 新 規 取 引 事 業 者 の 場 合 】  

・ 宅 地 建 物 取 引 業 免 許 証 の 写 し （ 下 記 「 ４  登 録 要 件 」 を 満 た す こ と を 証 す る 資 料 ）  

 

２  登録有効期間  

新規事業者登録の有効期間は、登録完了月より１年を経過した月の末日までとなります。  

以降、１年ごとに登録更新を行っていただきます。  

 

３  事業者登録料  

事業者登録料は、次のとおりです。  

新規登録料： 24,000 円（税別）／  更新登録料（１年ごと）： 15,000 円（税別）  

※団体割引が適用される場合があります。詳しくは弊社にお問い合わせください。  

事業者登録料は、事業者登録（更新）完了の翌月 27 日までにお支払いいただくよ う請求書を

発行いたしますので弊 社にお支払いください 。  

 

４  登録要件  

事業者が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第２条第４項に規定する宅地建

物取引業者である必要があります。このほか、国または地方公共団体とみなされて宅地建物取

引業法の適用を受けない法人（地方住宅供給公社等）を対象とします。  

 

５  欠格事由  

最終ページに示す「反社会的勢力の排除について」１の確約および誓約ができない場合また

は虚偽の確約をしたことが判明した場合は、事業者登録をすることができません。  

 

６  変更  

事業者登録事項に変更が生じた場合は、弊社所定の書面による登録内容変更の手続を行って

ください。  

宅地建物取引業の免許の更新があった場合も同様に、登録内容変更の手続をお願いいたしま

す。  
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保険のご利用の流れ  

■  事業者登録完了から保険証券等発行までの流れ  
   (2)物件ごと         
          

(1)事業者

登録完了   

 
保険申込み  

 
現場検査  

 

保険証券  

発行申請   

保険証券等  

発行  

 

           

(1)  事業者登録 完了  

事業者登録が完了する と、弊社から 事業者登 録証を発行いたします 。  
 

(2)  物件ごとの 保険 契 約  

①  保険申 込み  

保険申込みは、物 件ご と に引 渡し前 に行って ください。保険申込み には、保険契約申込書 に必

要書類を添付して提出 する必要があります。  

保険申込み受理後、弊 社から「あんしん 既存 住宅売買瑕疵保険契約 受理証」または「あん しん

既存住宅個人間売買瑕 疵保険契約受理証」を 発行いたします。  

保険料等は、保険申込 み受付の翌月 27 日までにお支払いいただく よう請求書を発行いた しま

すので弊社にお支払い ください。（買主等の 第三者からのお支払い は受領できません。）  

②  現場検 査  

保険に加入するにあた って、原則として弊社 の現場検査員による現 場検査を実施します。  

③  保険証 券発行 申請  

現場検査に合格し、引 渡日が確定した後、保 険証券 発行 申請 を行ってください。保険証 券発行

申請には、保険証券発 行申請書のほか必要書 類を添付する必要があ ります。  

④  保険証 券等発 行  

保険証券発行申請まで の手続が不備なく完了 した場合は、お手元に 保険証券および保険付 保証

明書が届きます。  

保険証券は大切に保管 し、保険 付保 証明書 は必ず 買主 に交 付し てくだ さい 。  

その他のご注意事項  

○ 弊 社 は 、 登 録 事 業 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 事 業 者 登 録 を 取 り 消 す こ と が で き ま す 。  

 ● 虚 偽 の 申 請 等 の 不 正 な 手 段 に よ り 事 業 者 登 録 を 受 け た と き 。  

 ● 欠 格 事 由 に 該 当 す る こ と を 弊 社 が 知 っ た と き 。  

 ● 宅 地 建 物 取 引 業 法 の 規 定 に よ り 宅 地 建 物 取 引 業 の 免 許 を 取 り 消 さ れ た と き 。  

 ● 弊 社 と の 保 険 契 約 に お い て 、 重 大 な 告 知 義 務 違 反 も し く は 通 知 義 務 違 反 ま た は 不 誠 実 な 行 為 を 行 っ

た と き 。  

○ 事 業 者 登 録 が 完 了 し た 後 、 一 般 社 団 法 人 住 宅 瑕 疵 担 保 責 任 保 険 協 会 お よ び 弊 社 の ホ ー ム ペ ー ジ に 登 録

事 業 者 の 情 報 （ 事 業 者 名 、 連 絡 先 、 保 険 の 付 保 実 績 等 ） が 公 開 さ れ ま す 。  

○ 事 業 者 登 録 に 際 し て 弊 社 に ご 提 供 い た だ く 個 人 情 報 の お 取 扱 い に つ い て は 、 弊 社 の ホ ー ム ペ ー ジ

(h t tps ://www. j-ansh i n . co . j p/ )の 「 個 人 情 報 の 取 扱 い に つ い て 」 を ご 覧 く だ さ い 。  

本 紙 は 、あ ん し ん 既 存 住 宅 売 買 瑕 疵 保 険・あ ん し ん 既 存 住 宅 個 人 間 売 買 瑕 疵 保 険（ 仲 介 事 業 者 コ ー ス ） の 事

業 者 登 録 に つ い て 記 載 し た も の で す 。保 険 の 内 容 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ の「 契 約 内 容 の ご 案 内 」を ご 覧 く だ

さ い 。 ま た 、 手 続 の 内 容 等 に つ い て は 、 パ ン フ レ ッ ト 等 を ご 覧 く だ さ い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

● 本紙 の内 容は 、予 告なく 変更 する 場合 があ ります 。   
   

お問い合わせは  
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反社会的勢力の排除について  

１ ． 事 業 者 登 録 の 申 請 者 は 、 株 式 会 社 住 宅 あ ん し ん 保 証 （ 以 下 「 弊 社 」 と い い ま す 。） に 対 し て 次 に 掲 げ る 事 項 を 確 約

す る と と も に 、 将 来 に わ た っ て も こ れ ら に 違 反 し な い こ と を 誓 約 し て 申 請 し て く だ さ い 。  

(1 )  自 ら が 次 に 掲 げ る 者 （ 以 下 「 反 社 会 的 勢 力 」 と い い ま す 。） に 該 当 し な い こ と 。  

①  暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 暴 力 団 員 に よ る 不 当 行 為 防 止 法 」 と

い う 。） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い い ま す 。）  

②  暴 力 団 員 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 行 為 防 止 法 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い い ま す 。）  

③  暴 力 団 員 で な く な っ た 時 か ら ５ 年 を 経 過 し な い 者  

④  暴 力 団 準 構 成 員 （ 暴 力 団 ま た は 暴 力 団 員 の 一 定 の 統 制 の 下 に あ っ て 、 暴 力 団 の 威 力 を 背 景 に 暴 力 的 不 法

行 為 等 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 行 為 防 止 法 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 暴 力 的 不 法 行 為 等 を い い ま す 。 以 下 同

様 と し ま す 。）を 行 う お そ れ が あ る 者 ま た は 暴 力 団 も し く は 暴 力 団 員 に 対 し 資 金 、武 器 等 の 供 給 を 行 う な

ど 暴 力 団 の 維 持 も し く は 運 営 に 協 力 す る 者 の う ち 暴 力 団 員 以 外 の も の を い い ま す 。）  

⑤  暴 力 団 関 係 企 業 （ 暴 力 団 員 が 実 質 的 に そ の 経 営 に 関 与 し て い る 企 業 、 暴 力 団 準 構 成 員 も し く は 元 暴 力 団

員 が 実 質 的 に 経 営 す る 企 業 で あ っ て 暴 力 団 に 資 金 提 供 を 行 う な ど 暴 力 団 の 維 持 も し く は 運 営 に 積 極 的 に

協 力 し 、 も し く は 関 与 す る も の ま た は 業 務 の 遂 行 等 に お い て 積 極 的 に 暴 力 団 を 利 用 し 暴 力 団 の 維 持 も し

く は 運 営 に 協 力 し て い る 企 業 を い い ま す 。）  

⑥  総 会 屋 等 （ 総 会 屋 、 会 社 ゴ ロ 等 企 業 等 を 対 象 に 不 正 な 利 益 を 求 め て 暴 力 的 不 法 行 為 等 を 行 う お そ れ が あ

り 、 市 民 生 活 の 安 全 に 脅 威 を 与 え る 者 を い い ま す 。）  

⑦  社 会 運 動 等 標 榜 ゴ ロ （ 社 会 運 動 も し く は 政 治 活 動 を 仮 装 し 、 ま た は 標 榜 し て 、 不 正 な 利 益 を 求 め て 暴 力

的 不 法 行 為 等 を 行 う お そ れ が あ り 、 市 民 生 活 の 安 全 に 脅 威 を 与 え る 者 を い い ま す 。）  

⑧  特 殊 知 能 暴 力 集 団 等 （ ① か ら ⑦ ま で に 掲 げ る 者 以 外 の も の で あ っ て 、 暴 力 団 と の 関 係 を 背 景 に 、 そ の 威

力 を 用 い 、 ま た は 暴 力 団 と 資 金 的 な つ な が り を 有 し 、 構 造 的 な 不 正 の 中 核 と な っ て い る 集 団 ま た は 個 人

を い い ま す 。）  

⑨  そ の 他 ① か ら ⑧ ま で に 掲 げ る 者 に 準 ず る 者  

(2 )  自 ら の 役 員（ 取 締 役 、監 査 役 、執 行 役 ま た は こ れ ら に 準 ず る 者 を い い ま す 。以 下 同 様 と し ま す 。）が 反 社 会 的

勢 力 に 該 当 し な い こ と 。  

(3 )  反 社 会 的 勢 力 と 次 に 掲 げ る 関 係 を 有 し な い こ と 。  

①  反 社 会 的 勢 力 が 経 営 を 支 配 し て い る と 認 め ら れ る 関 係  

②  反 社 会 的 勢 力 が 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る と 認 め ら れ る 関 係  

③  自 己 ま た は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 り 、 ま た は 第 三 者 に 損 害 を 与 え る な ど 反 社 会 的 勢 力 を 利 用 し て い る

関 係  

④  反 社 会 的 勢 力 に 対 し て 資 金 を 提 供 し 、 ま た は 便 宜 を 供 与 す る な ど の 関 係  

⑤  反 社 会 的 勢 力 と の 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係  

(4 )  反 社 会 的 勢 力 に 対 し 、 自 ら の 名 義 を 貸 し て い な い こ と 。  

(5 )  自 ら ま た は 第 三 者 を 利 用 し て 、 次 に 掲 げ る 行 為 を し て い な い こ と 。  

①  暴 力 的 な 要 求 行 為  

②  法 的 な 責 任 を 超 え た 不 当 な 要 求 行 為  

③  脅 迫 的 な 言 動 を 用 い る 行 為  

④  風 説 を 流 布 し 、 偽 計 ま た は 威 力 を 用 い て 弊 社 の 業 務 を 妨 害 し 、 ま た は 信 用 を 毀 損 す る 行 為  

２ ． 弊 社 は 、 事 業 者 登 録 を 申 請 し た 者 ま た は 既 に 事 業 者 登 録 を 受 け た 者 （ 以 下 「 登 録 事 業 者 等 」 と い い ま す 。） が 上 記

１ に お い て 虚 偽 の 確 約 を 行 い 、ま た は 誓 約 し た 事 項 の い ず れ か に 違 反 す る こ と が 判 明 し た 場 合 は 、何 ら の 催 告 を 要

せ ず し て 直 ち に 事 業 者 登 録 を 抹 消 す る こ と が で き る こ と と し ま す 。こ の 時 、登 録 事 業 者 等 は 弊 社 に 対 す る 一 切 の 債

務 に つ い て 当 然 に 期 限 の 利 益 を 失 い 、 直 ち に 債 務 を 弁 済 し な け れ ば な り ま せ ん 。  

３ ．上 記 ２ の 規 定 に よ り 事 業 者 登 録 を 抹 消 し た 場 合 は 、弊 社 は 登 録 事 業 者 等 に 対 し て そ の こ と に よ り 生 じ た 一 切 の 損 害

（ 合 理 的 な 弁 護 士 費 用 を 含 み ま す 。） の 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き る こ と と し ま す が 、 登 録 事 業 者 等 は 弊 社 に 対 し

て そ の こ と に よ り 生 じ た 一 切 の 損 害 の 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き ま せ ん 。  

以 上  
  


